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宇都宮短期大学中期目標及び中期計画（令和２～６年度）  

  

本学は、高等教育機関として、豊かな人間性を備えて地域に貢献できる有為な人材を輩出し、地域の

高い評価を得ることのできる大学となることを目指している。本学園の理念及び本学の教育目標・目的

を実現することを目指し、以下の ５つの目標と具体的な計画を掲げ、令和６年度までに達成するよう大

学全体で取り組む。 

  

   

＜目標と計画＞ 

  

 

Ⅰ．教育の質保証（建学の精神と教育の効果）  

１．教育の質保証に関する目標と計画  

  

Ⅱ．教育課程と学生支援の充実・入学者の確保  

１．教育課程  

２. 学生支援  

３. 入学者の確保  

  

Ⅲ．教育資源と財的資源  

１．人的資源  

２．物的資源  

３．技術的資源をはじめとするその他の教育資源  

４．財的資源  

  

Ⅳ．リーダーシップとガバナンス  

１．理事長のリーダーシップ  

２．学長のリーダーシップ  

３. ガバナンス  

  

Ⅴ．地域・社会との連携と社会貢献 

 

Ⅵ．財務計画 
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Ⅰ．教育の質保証  

 

大学の内部質保証及びその向上について、大学の使命として計画的・組織的に取り組む。とり

わけ大学の目的に適合する質の高い人材の養成を実現するための「教育の質保証」は、これか

らの大学教育の中心的な目標である。本学の取組みとして、教育の質保証を最重要項目に置き、

そのための具体的な計画を以下のように定める。 

  

１．教育の質保証に関する目標と計画  

  

「内部質保証」の観点から、自己点検・評価活動等を充実する。  

① 2019 年度自己点検・評価報告書（中間報告書）を取りまとめ、公表する。 

② 2024 年度認証評価に向けたルーブリック評価を実施する。 

③ 内部質保証会議と自己点検・評価委員会の有機的な連携を行う。 

④ 高等学校や卒業生等の意見聴取を行う。 

⑤ 食物栄養学科のＰＤＣＡサイクルを確立する。 

  

Ⅱ. 教育課程と学生支援の充実・入学者の確保  

  

教育課程については、学位授与方針に示す力を身に付けるに相応しいものとなっているか常に

見直しを行う。具体的には、教育課程や教育方法の改善や学習成果・教育成果の可視化に取り

組むほか、全人教育（人間形成の教育）の理念の下、職業又は実際生活に必要な能力を育成で

きるよう教育課程を常に検討する。 

学生支援については、学生が修学を円滑に継続できるよう奨学金その他の経済的支援をさらに

充実する。その他、各種ハラスメント防止啓発体制や学生の心身の健康、保健衛生及び安全へ

の配慮、資格・免許取得のための支援、就職・進学支援活動等の充実を実施する。 

入学者の確保については、引き続ききめ細かな教育を実施し、地域貢献のさらなる拡大ととも

に、 意欲、能力を持った学生を県内および周辺県から広く集め、定員充足を図る。  

そのほか、広報活動の強化、地域創生奨学金制度をはじめとする地元通学者の学習上、経済上、

就職上の利点を広く訴求する。  

以上により、当面、恒常的に８割を超える入学定員充足率を維持できるようにする。 

 

１．教育課程  

 

（１）教育課程の改善に対する取組み 

① 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の達成度について客観的な評価を行い、地域社会のニー

ズに即して、多様性・柔軟性を重視した改善を行う。 

② 2021年度社会福祉士・介護福祉士養成のためのカリキュラム改正に伴い人間福祉学科（社会福祉



3 

専攻・介護福祉専攻）においてカリキュラム改訂を行い、2020 年度食物栄養学科完成年度後のカ

リキュラム改訂を検討する。 

③ 毎年度シラバスを点検し、学位授与方針を実現する教育内容になっているか、また、科目間の連

携による教育内容の関連・関係を捉えた教育になっているかを確認し、シラバスの改訂を行う。 

④ 本学の学習成果の獲得を目的とした科目設定になっているか点検し、アクティブ・ラーニングの

手法等も取り入れて、教育効果の向上を図る。 

 

（２）教育方法の改善に関する取組み 

① 学生の授業評価の結果を全学的に共有し、学生の興味・関心等の実態把握とそれに基づく授業方

法の改善を行う。 

② 学生の授業態度の課題、改善について検討し、授業方法、学生指導について必要なＦＤ研修を継

続する。 

 

（３）学習成果・教育成果の可視化に関する取組み 

① 学習成果の把握・可視化を目的として、各科目における成績評価について評価の基準をできるだ

け明確にする。 

② ルーブリック評価等、評価方法ついてのＦＤ研修を行う 。 

③ ＧＰＡ分布、学生の業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用する。 

④ 学習成果について、量的・質的データに基づき評価する。 

⑤ 学習成果の社会的ニーズとの適合性について検討する。 

 

（４）全人教育（人間形成の教育）の目的に沿って、職業又は実際生活に必要な能力を育成のためのカ

リキュラムになっているかどうかを定期的に点検する。 

① 学科・専攻の専門教育と教養教育により職業への接続を図る。 

② 進路先や卒業生から職業教育の効果や実生活に必要な能力についての評価を聴取し、その結果を

踏まえて、カリキュラム改善に取り組む。 

 

２．学生支援  

  

（１）学生が学習を円滑に継続できる支援体制の充実  

① 成績不振の学生への支援を行う。  

② 学生相談室については、専門的知識を備えた職員の育成・充実を図る。  

③ キャンパスライフの充実、全学的体制で学友会主催行事等の支援、サークル活動の振興を行う。 

④ 様々な災害に伴う被災学生への迅速な支援体制の整備を図る。 

 

（２）奨学金その他の経済的支援の充実 

① 受験生を対象とする種々の奨学金制度を周知徹底する。将来地元での就職、活躍を目指す学生の

ための地域創生奨学金制度の更なる周知と、入試特待制度、入学金免除制度等の充実を図る。  

② 高等教育の修学支援制度、日本学生支援機構奨学金制度を始めとする入学後の奨学金制度を積極

的に紹介するとともに、将来の就職分野別の多様な奨学金についての情報提供と利用支援を行う。 
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③ 栃木県介護福祉士修学資金貸付制度等の案内と利用の支援を行う。  

 

（３）ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止啓発体制の充実 

① 研修と啓発活動を実施する。 

② 相談体制の充実を図る。 

 

（４）学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮の充実 

① 保健室、相談室の利用改善を図る。 

② 自転車・自動車通学に対する安全対策を徹底する。 

  

（５）資格・免許取得のための支援の充実  

① 中学校教諭 2 種免許状(音楽)、介護福祉士・栄養士等の資格取得のための教育と支援体制を充

実する。 

② 資格取得のための知識力奨学金を充実する。 

③ 各種資格の情報提供と取得のための相談支援体制を行う。  

④ 資格取得のための支援の一層の充実 

・社会福祉専攻 

卒業生の社会福祉士国家試験受験、及び医療事務関連資格取得のための支援の一層の充実 

・介護福祉専攻 

介護福祉士国家試験の全員合格のための支援の一層の充実 

  

（６）就職支援活動の充実 

① キャリア相談の充実等進路に関する適切な支援を実施する。 

② 就職意識向上のため、クラス担任等により個別指導を徹底する。 

③ 音楽教室、福祉施設、医療機関、企業、給食施設、保育園等と情報収集・提供を行う。 

 

（７）進学支援活動等の充実 

1) 音楽科 

① 音楽学部の３年次編入試験に向けて受験支援体制を充実し、各音楽大学の情報を提供して編入

を推奨する。 

② 音楽大学の指定校推薦の拡充を図り、各大学と緊密に連携する。 

 

2) 人間福祉学科 

① 福祉系大学３年次編入への支援の充実 

福祉系大学に３年次編入し、専門職として福祉系施設等で活躍している卒業生を招き、就職・進

学ガイダンス（進学までの経緯・資格取得・職場での様子等）を実施して、学生への進学情報提

供と３年次編入を奨励する。 

 

3) 食物栄養学科 

① 管理栄養士養成大学への３年次編入に向けて進学支援体制を充実し、編入を推奨するとともに、



5 

情報の提供と編入試験に対する支援を実施する。 

② ３年次編入可能な 4 年制大学の指定校の獲得を図る。 

 

３. 入学者の確保  

  

（１）学生（入学者）中期募集計画 

 

入学者の確保については、一人ひとりの学生へのきめ細かな教育を引き続き実施するとともに、本学

の地域への貢献をさらに拡大し、アドミッションポリシーに掲げる意欲、能力を持った学生を県内およ

び周辺の県外から広く集め、定員充足を図る。 

また、これまでの広報活動をさらに強化し、地域創生奨学金制度をはじめとして、地元から通学でき

る大学の学習上、経済上、就職上の利点を広く訴求する。 

当面、恒常的に８割を超える入学定員充足率を維持できるようにする。 

 

学生（入学者）募集中期計画 

入学者数／定員数 

学 科 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

音楽科 28/40 28/40 30/40 32/40 32/40 

人間福祉学科 30/50 32/50 34/50 36/50 40/50 

食物栄養学科 25/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

計 80/120 95/120 102/120 102/120 102/120 

 

（２）大学紹介活動の強化 

 

① オープンキャンパス、春の大学講座等の充実を図る。 

② 大学説明会（高校教員向け）の実施方法等を改善する。 

③ 在学生、卒業生の母校（高等学校）への紹介活動を強化する。 

 

（３）キャンパスを活用した認知度向上のための取組強化 

  

公開講座やシンポジュウム等を開催し、本学の特徴を周知していく。 

 

 Ⅲ. 教育資源と財的資源 

 

教育研究の質の向上を図るために、人的資源・物的資源の一層の充実を図る。 

  

１．人的資源  

  

① 文部科学省大学設置基準および厚生労働省指定規則基準を上回る専任教員数を維持する。 
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② 大学運営にかかわる適切な組織の構成と人員の配置の見直しを定期的に行う。 

③ 中期目標の達成に必要なＦＤ・ＳＤ研修の効果的な実施を図る。 

④ 若手専任教員の育成を図る。 

⑤ 専任教員の研究活動を推進する。 

 

２．物的資源  

 

施設・設備の維持・更新を適切に行う。 

 

３．技術的資源をはじめとするその他の教育資源  

 

計画的に IT 技術資源の向上を図る。 

 

４．財的資源  

 

① 大学の理念・目的とそれに基づく中期計画の実現のために必要な財務基盤を維持する。 

② 予算編成、予算執行の適切な運営、管理を行い、大学単体としての財務を改善する。 

③ 外部資金獲得の拡大のための施策を充実させる。 

 

Ⅳ. リーダーシップとガバナンス  

 

本学のガバナンスコードを公表して、円滑な運営を図る。 

  

１．理事長のリーダーシップ  

 

大学運営・財務に関する目標と計画 

大学理念・目的と中期計画の周知徹底と目標達成への教職員の積極的な取組み  

① 中期計画の達成度の年次評価を行う。  

② 新たな認証評価基準に基づく取組みを進める。内部質保証会議、自己点検･評価委員会、同推進

部会等の自己点検評価組織の円滑な運営を図る。 

 

２．学長のリーダーシップ  

内部質保証会議については、2019 年度に規程を改正し、体制を充実させたところであり、学長のリー

ダーシップのもと必要な改善策を実施していく。また、内部質保証会議は、引き続き法人組織(理事会 

等)との連携を図る。 
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Ⅴ. 地域・社会との連携と社会貢献  

  

本学は、地域社会の発展に貢献し、地域社会に信頼される知的交流の拠点になることを目指としてい 

る。今後はさらに地域ニーズに応えたシンポジウム、公開講座、研究会、演奏会等の実施による地域 

との連携を強化していくとともに、地域福祉開発センターの活動の一層の充実を図っていく。 

 

（１）地域ニーズに応えたシンポジウム、公開講座、研究会、演奏会等の実施による地域との連携強

化地域のニーズに積極的に対応し、政策提案や施策展開において地域の「知の拠点」を目指す。 

 

① 地域ニーズに応えたテーマを採り上げた公開講座、演奏会等の開催、地域課題の解決、地域の

人々や多様な組織と教員、学生が交流できる催事等を実施する。 

② 外部人材も活用しながら、地域課題の解決に資するテーマを対象とする共同研究の実施など産

官学連携を進める。 

③ 地域福祉開発センターの活動について、多様なメディアによる広報活動を推進する。 

④ 出前講座、高大連携講座等地域のニーズに合わせた活動を強化する。 

 

（２）地域福祉開発センターの活動の充実 

 

① （１）に掲げた地域ニーズに応えた事業を一層充実し、着実に実施する。 

② ３学科との連携による地域の特有の課題に対する取組み強化と課題解決等を地域に提案する。 

  

Ⅵ.財務計画 

 

 宇都宮短期大学中期財務計画（令和 2年～6年度）  

     単位：百万円  

 

資金収支 
中期財務計画 

 

 
令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

 

 
Ａ事業活動収入 227  242  257  268  277  

 

 
Ｂ事業活動支出 403  350  342  337  339  

 

 
人件費 232  234  236  237  239  

 

 
教育研究費 121  75  65  65  65  

 

 
管理経費 38  41  42  35  35  

 

 
Ａ－Ｂ差引収支 -176  -107  -85  -68  -62  

 

 コメント：１）収入に退職金財団交付金、支出の人件費に退職金は含まない  

      ２）支出に減価償却費を含まない  

 


